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今号の内容

　米科学者連盟（ＦＡＳ）核情報プロジェクト代表のハンス・
クリステンセン１は、「米空軍は、定期的な核兵器検査を受け
るリストからドイツのラムスタイン空軍基地を取り除いた。以
前、その基地に貯蔵されていた核兵器は、移動され、米国
へ撤退した可能性がある」と述べている。新しい核検査リ
ストは、２００７年１月２９日、ヨーロッパ米空軍(ＵＳＡＦＥ)によっ
て刊行された指令文書「核保証スタッフ援助訪問(ＮＳＳＡ
Ｖ、次ページコラム参照)及び機能的専門家訪問（ＦＥＶ）プ
ログラムの管理」に含まれているものである。同じ指令文書
の旧版（２００５年版）には、ラムスタイン空軍基地が確かに含
まれていた。もし推測が正しければ、それによりヨーロッパに
配備されている米国のＢ６１核爆弾は４８０発から３５０発に減
少したことになる。
　３５０発という数は、冷戦時代に米国がヨーロッパに配置し
ていた核兵器数（ピーク時に７３００発）から見ればほんの僅
かであるが、ポスト冷戦時代でみれば、相当な数である。フ
ランスの全核兵器備蓄にほぼ匹敵する規模であり、中国の
核兵器備蓄より大きく、イスラエル、インド、パキスタン３国の
合計よりも大きい２。
　２００５年３月時点では、ラムスタイン空軍基地には、Ｂ６１が
１３０発配備されていた３。今回の変更を踏まえて現時点にお
けるヨーロッパの核兵器を表に示すと次ページのようにな

る。
　ラムスタイン空軍基地からの核兵器の撤去は、ネルベ
ニヒの第３１航空団にも核攻撃ミッションがないことを意味
すると思われる。第３１航空団は、ラムスタインの核爆弾を
搭載すると考えられていたからである。その結果、表から
わかるようにＮＡＴＯの核任務へのドイツの貢献はビュヒ
エル空軍基地だけになる。ドイツにおける米国の核が、わ
ずか２０発の核爆弾を持つ、たった１つの基地へと減少し
たことは、２５７０発を超える核兵器がドイツ各地に配備され
ていた１９８０年代後半からみれば劇的な変化である。この

米国、ドイツ配備の核兵器の
大部分を撤去か

               なおヨーロッパに３５０発の米・核爆弾

　米国は、ドイツにあるラムスタイン空軍基地から核兵器を撤去したようである。ここにはＦ１６戦
闘機に搭載されるＢ６１核爆弾が１３０発配備されていた。もしこれが正しければ、ヨーロッパに配
備されている米国の核兵器は３５０発に減少したことになり、これは、フランスの全核兵器保有数
に匹敵する。数が減少したにもかかわらず、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の核政策に変更がな
いことを、６月１５日のＮＡＴＯ核計画グループは再確認している。

独から米核爆弾１３０発撤去か
ベケット英外相の核廃絶演説
米印核協力・国会討論
〔新連載〕 核疑惑・デンマークの教訓
６か国協議日誌
【連載】被爆地の一角から（２１）

久間発言の意味　土山秀夫
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ヨーロッパに配備された米国の核兵器、2007年（出典：NRDC報告書）

国名 基地 搭載機(所属国) ＷＳＳＳ*完成

核爆弾の数

計米国
分担

受入国
分担

ベルギー クライネ・ブローゲル F-16(ベルギー) 1992年4月 0 20 20

ドイツ ビュヒェル PA-200(独)** 1990年8月 0 20 20

ネルベニヒ*** PA-200(独)** 1991年6月 0 0 0

ラムスタイン F-16C/D(米) 1992年1月 0 0 0

ギリシア アラクソス*** 1997年9月 0 0 0

イタリア アビアノ F-16C/D(米) 1996年1月 50 0 50

ゲディ・トーレ PA-200(伊)** 1997年1月 0 40 40

オランダ フォルケル F-16(蘭) 1991年9月 0 20 20

トルコ アキンジ*** F-16(トルコ) 1997年10月 0 0 0

バリケシル*** F-16(トルコ) 1997年9月 0 0 0

インジルリク F-16C/D(米) 1998年4月 50 40 90

英国 ラケンヒース F-15E(米） 1994年11月 110 0 110

合計 210 140 350

撤去により、ドイツは、米国の核戦略を担う主要な地位か
ら、ベルギーやオランダのように１つの核基地を持つだけ
の存在へとその役割を減少させる。重要なことは、この撤
退が、ドイツからの核兵器の完全撤退を求める市民の声
を背景としていることである。
　しかし、相当な核削減にもかかわらず、ＮＡＴＯ核計画グ
ループ(ＮＰＧ)は、２００７年６月１５日、核兵器の目的は、平和

を守り、威圧による強制やいかなる種類の戦争をも防止す
ることであり、ＮＡＴＯは、アメリカのヨーロッパへの核配備に
「大きい価値」を置くと表明し、米国がヨーロッパに配備する
核兵器の重要性を改めて是認している。
　また３５０発の米国の核爆弾のうち最大で１４０発が、有事
には、ベルギー、ドイツ、イタリア、オランダ、トルコに引き渡さ
れ、各国の空軍機によって投下されるという「米国による核
攻撃のアウトソーシング（外注委託）」が継続されている。こ
の点は、ＮＡＴＯのＮＰＴ違反が続くものとして改めて注意が
喚起されるべきである。（湯浅一郎）

注　　
１  Strategic Security Blog、０７年７月９日。www.fas.org/
blog/ssp/2007/07/united_states_removes_nuclear.php
２　 例えば「イアブック『核軍縮・平和』２００７」、「地球上の全核弾
頭データ」p.１１０―１１８参照。
３　 「核兵器・核実験モニター」第２３２号、０５年４月１５日。

＊武器貯蔵保安システム。
＊＊ＰＡ-２００は、英独伊共同開発の戦闘爆撃機で、「トルネード」と通称される。
＊＊＊基地は暫定休止状態にある。

●Ｍ

「核保証スタッフ援助訪問」とは
原語はNuclear Surety Staff Assistance Visit
(ＮＳＳＡＶ)。核兵器任務の諸分野の専門家である
検査員１４～３１人のチームが、核保証検査（ＮＳＩ）の
６か月前の１週間、核任務をもつ部隊を訪問し、ＮＳ
Ｉに合格するよう観察し援助する。核任務部隊は、少
なくとも１８か月に１回、核兵器の取り扱いと貯蔵の資
格を維持するために厳格なＮＳＩに合格しなければ
ならない。典型的な訓練として核兵器を攻撃機に
取り付けたり取り外したりする。したがって、ＮＳＳＡＶ
を受ける基地には基本的に核兵器が貯蔵されてい
ると考えられる。

ヨーロッパに配備された米国の核兵器　２００７年

※ＮＲＤＣ（天然資源保護協議会）報告書を基礎にピースデポがアップデートした。
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●３月１９―２２日:第６回６か国協議が北京の釣魚台国賓館で
行われた。マカオの金融機関バンコ・デルタ・アジア（ＢＤＡ）
で凍結されていた北朝鮮資金問題のため実質的進展は
なく休会となった。
●４月１４日:６０日以内という「初期行動」の履行期限の日。
●４月２０日：北朝鮮の李済善（イ・ジェソン）原子力総局長、国
際原子力機関（ＩＡＥＡ）のエルバラダイ事務局長に書簡を
送り、「凍結資金が解除されたことが確認され次第、ＩＡＥＡ
実務代表団を招請し、寧辺（ヨンビョン）核施設の稼働中止
とそれに対する検証監視手続き問題を討議する準備がで
きている」と表明。

●４月２４日：米国家安全保障会議チャ日本・朝鮮部長が北
朝鮮国連代表部・金明吉（キム・ミョンギル）公使と会談。北

朝鮮は初期行動の履行を遅らせる意図はないと表明。
●４月２９日：武大偉（ウー・ターウェイ）中国外交部副部長、北
朝鮮は凍結資金をロシアとイタリアにある北朝鮮口座に振

り込むよう求めていると述べる。
●５月２日：ＢＤＡ、北朝鮮資金を「朝鮮貿易銀行」の口座にま
とめ、半額の送金手続きを始めたと述べる。送金先はロシア
とイタリアの金融機関。
●５月１５日：北朝鮮外務省スポークスマン、凍結資金を第三
国の北朝鮮口座に送金する作業が進みつつあると述べ
る。
●６月１４日：マカオ政府、ＢＤＡの北朝鮮関連資金２０００万ドル
以上の送金が開始されたと発表。資金はニューヨーク連邦
準備銀行、さらにロシア中央銀行を経由してロシアの民間
銀行にあった「朝鮮貿易銀行」口座に送られる予定。
●６月１５日：マカオ金融管理局、北朝鮮資金が、ニューヨーク
連邦準備銀行に届いたことを明らかにする。
●６月１６日：北朝鮮、資金送金が最終段階にあることを認め
ＩＡＥＡ実務代表団を招請する書簡をエルバラダイ事務局
長宛に送る。
●６月１８日―２０日：ヒル次官補が中国、韓国、日本を相次い
で訪問。
●６月１９日：ロシアにある北朝鮮口座に北朝鮮資金が入金さ
れる。来日中のヒル次官補が確認。宋旻淳（ソン・ミンスン）
韓国外交通商相も国会答弁で確認、解決と強調。
●６月２１日：ヒル次官補、電撃的に北朝鮮を訪問。北朝鮮の
金桂寛次官と会談。６月１８日に北朝鮮から招請があり、極
秘裏に準備と明かす。　
●６月２２日：ヒル次官補、平壌からソウルに戻る。北朝鮮で

は、金桂寛次官の他に朴宜春（パク・ウィチュン）外相とも
会談し、初期行動の合意を完全履行する意思を確認した
と述べる。
●６月２５日：ヒル次官補、「朝鮮半島の恒久的な平和体制協
議」を、米中南北朝鮮の４か国で進めることに言及。
●６月２６日―３０日：ハイノネン事務次長（査察担当）を団長
とするＩＡＥＡの査察団４人が平壌に到着。２９日に寧辺と泰
川（テチョン）にある核施設を査察、また監視検証手続に
ついて北朝鮮と合意。
●６月３０日：韓国から北朝鮮に食糧支援として４０万トンの米
の提供が始まる。また南北協議で重油５万トンのための最
初の輸送船を２週間以内に出航させることで合意。
●７月１２日：北朝鮮に提供する重油６２００トンを載せた船が
韓国の蔚山（ウルサン）港を出港。８月上旬までに５万トン
の重油の輸送を完了する予定。
●７月１４日：重油６２００トンを載せた船が北朝鮮の先鋒（ソン
ボン）港に到着。
●７月１４日：核施設の稼働停止・封印を監視・検証するため
のＩＡＥＡ要員１０人が平壌に到着。
●７月１５日：北朝鮮外務省、１４日に寧辺にある５つの核施設
の稼働が停止されたと発表。５千キロワット級の実験用黒
鉛減速炉、放射化学研究所（使用済み核燃料の再処理
施設）、燃料棒の製造施設、建設が中断していた５万キロ
ワット級（寧辺）、２０万キロワット級（泰川）の原子炉。
●７月１７日：ヒル国務次官補と北朝鮮の金桂寛外務次官が
北京で３回にわたり直接協議。
●７月１８日：ＩＡＥＡ、北朝鮮の５つの核施設の停止を正式に
確認するプレス・リリース。
●７月１８日―２０日：６か国協議の首席代表者会合が北京釣
魚台国賓館で開催される。
　ここでは２００５年９月１９日および２００７年２月１３日の合意
文書を６者は真摯に履行することを確認したが、「次の段
階の措置」に履行期限を設けることは合意できなかった。
全体会合ではないため、議長声明ではなく報道発表文を
発表。今後の６か国協議については、８月末までに５つの作
業部会を開く、９月初めにロードマップを作成するため第６
回６か国協議第２セッションを開催する、そのあと、できるだ
け早い時期に北京で閣僚会議を開催することを確認。
　

　７月１８日から３日間、北京の釣魚台（ティアオユイタイ）国賓館で６か国協議の首席代
表者会合が開かれた。出席者は、武大偉（ウー・ターウェイ）中国外交部副部長、金桂寛
（あるいは冠）（キム・ゲグァン）北朝鮮外務次官、千英字（チョン・ヨンウ）韓国朝鮮半島
平和交渉本部長、ウラジーミル・ラフマニン・ロシア特命大使、クリストファー・ヒル米国務次
官補、佐々江賢一郎外務省アジア大洋州局長である。今年２月の第５回６か国協議で合意さ
れた初期行動の一部が６月から７月にかけて履行されたことを受けて、「次の段階の措置」つ
まり、全核施設の無力化と全ての核計画の申告などについて話し合いが行われた。ここでは
３月の第６回６か国協議第１セッション以降、７月の首席代表者会合までの経過を追う。

６か国「非核化」協議の動向
北朝鮮、寧辺、泰川の５核施設
を稼働停止（７月１４日）
ようやく「初期行動」が
動き出した　
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政治のウソを正す力
　日本の市民社会に人権や公正といった基本理念が根を
張らないばかりか、とみに希薄になって行く背景には、政治
のウソが正されないままスキャンダルが闇に葬られること
が繰り返されてきた歴史がある。最近の松岡農水大臣の自
殺で幕引きとなった事務所費問題や、大きくは沖縄返還に
まつわる日米の密約問題などはその氷山の一角である。
私たち自身も大きな政治のウソを直接的に経験してきた。
それは、核兵器持ち込み問題に関するさまざまな隠蔽ス
キャンダルである。
　筆者は日本社会におけるこの状況は、政治家の資質の
問題もあるであろうが、その根底に日本の市民社会におけ
る「社会的知力」の弱さに起因するところが大きいと考え
る。「社会的知力」とは、教育機関、研究機関、言論機関など
知的生産に関わる人たちの批判力、持久力、組織力が総
合して発揮される層としての知的力量である。日本におけ
る公文書管理制度、情報公開制度の未熟や知識層の自
立的社会関与を可能にする社会制度の未発達（ＮＧＯの財
政基盤の弱さはその一例である）などは、このことと表裏一
体の関係にあると思われる。
　筆者は、かねてから核兵器持ち込み問題に関する政府
のウソが、政府自身の決断によって解明されていったデン
マークの例に関心をもってきた１。デンマークで核兵器持ち
込み問題を追及してきた友人のハンス・クリステンセン（現
在、アメリカ科学者連盟（ＦＡＳ））は、決して全てが解明され
ているわけではないことを強調している。確かにその通り
である。しかし、少なくともグリーンランド（デンマーク領）の
ツーレ空軍基地（地図参照）における水爆搭載機墜落事
故を契機に、この問題についてのデンマーク社会として主
体的なけじめを付けようとした経過は、日本と比較してはる
かに強いデンマーク社会の「社会的知力」を印象づけた。
直接的には政府のアクションが必要であることは言うを待
たないが、それを可能にしている社会的な力に目を向けな
ければならない。
　そこで、デンマークにおけるツーレ核兵器事故と日本に
おけるタイコンデロガ水爆落下事故を比較しながら、その
解明過程における両国の違いについて考えたいと考え
た。本論の問題意識はそのようなところから出発している。
本論の著者の一人（梅林）は、ながく日本における核兵器
持ち込み問題に取り組んできた。著者のもう一人（大滝）は、
デンマーク語を多少嗜み、本論が多く依拠する白書「冷戦

下のグリーンランド」２（以下、「ツーレ白書」）の原典を参照
することができた。本論はそのような両者の協力によって
執筆された。

ふたつの事故
　まず、いずれも米軍の水素爆弾がかかわるタイコンデロ
ガ号事故とツーレ事故について簡単に復習しておく。
　１９８１年、米国防総省は３２件の核兵器事故（コード・ネー
ムで「ブロークン・アロー」と呼ばれる）を公表した。その中
にはこの２件も含まれていた。しかし、タイコンデロガ号の
事故は場所も内容も特定されていなかった。国防総省は
それぞれの事故を次のように発表した。

◆１９６５年１２月５日／Ａ４／太平洋の海上
　核兵器１発を搭載した１機のＡ４攻撃機が、米空母
のエレベーターから海に転落した。乗員、機体、及び
兵器は回収できなかった。事故は陸地から５００マイル
（８００ｋｍ）以上離れた海上で起こった。
◆１９６８年１月２１日／Ｂ５２／グリーンランドのツーレ
　ニューヨーク州プラッツバーグ空軍基地を出発し
たＢ５２爆撃機が、基地着陸のためのアプローチの途
中、グリーンランド・ツーレ空軍基地滑走路の南西約
７マイル（約１１ｋｍ）に墜落、炎上した。乗組員７人のう
ち６人が生存。爆撃機は核兵器４発を積んでいたが、
すべて火災で破壊した。墜落は氷山上であったが、
地域で若干の放射能汚染があった。４か月にわたる
汚染除去作業において、２３７，０００立方フィート（６，５０
０立方メートル）の氷、雪、水が米国の認可された貯
蔵場所に運ばれた。墜落による汚染の総量は不明で
あるが、汚染除去が完了した後の地域の環境標本
は正常値を示した。デンマーク政府の代表が汚染除
去作業を監視した。

　ツーレの事故は隠すことのできない汚染を伴うものであ
り、詳細を偽りながらも事故の存在そのものは発生時から
デンマーク市民に公知となった。それに対して、タイコンデ
ロガ号の事故は、上記のように具体的な情報はすべて隠
蔽された。のみならず、後述するように場所は偽って発表
された。事実が暴露されたのは、２３年以上も経過した後で
あった。米国の環境保護団体グリーンピースの研究員ジョ
シュ・ハンドラーが米海軍の核兵器事故を調査する目的
で航海日誌を読んでいるとき、攻撃型空母タイコンデロガ
号が日本近海で起こした事故であることを突き止め、８９年

―ツーレ事故とタイコンデロガ事故
　　　　　　　

連載 核疑惑の精算：デンマークの教訓

Ⅰ問題意識と発端

梅林宏道、大滝正明
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５月にワシントンで記者発表したのである。それによると、
事故はベトナムの北爆任務に就いていたタイコンデロガ
号が横須賀に向かう途中、奄美群島沖永良部島の東方
約１３０ｋｍの海上で起こしたものであった。
　証拠を突きつけられた米国防総省は事実であることを
認め、８００ｋｍという距離は中国大陸からの距離であると言
い訳をした。暴露された事実は日本で大きく報道され、日
本全体を揺るがした。
　放射能汚染による環境や人命の問題、また事故が証明
した核兵器の安全性の問題が大きな関心事であることは
当然であるが、その他にこの二つの事故には共通する重
大な政治問題が含まれていた。両国とも強い反核世論が
あり、それを背景に両国政府は核兵器の持ち込みを禁じ
る非核政策を採用していたのである。にもかかわらず、二
つの事故は、少なくとも核兵器がその時点で持ち込まれよ
うとしていたことを示していた。さらに、当然のことながら、
核兵器が爆撃機や空母に搭載されていたことが、事故に
よって偶然に明るみに出たに過ぎず、実は核兵器の持ち
込みは常態化していたとのかねてからの疑惑に根拠を与
えることとなった。

事故直後のデンマーク政府
　デンマークにおいては、５７年５月２６日にデンマーク政府
と主要３党との合意で、政府は「デンマークは（米国から核
兵器の持ち込みの）申し出を受けたことはないし、もし申し
出があっても受容すべきでない」旨の声明を出すことに合
意した。そして、同年５月２９日、Ｈ．Ｃ．ハンセン首相兼外務
大臣は次のような宣言を出した。これが、デンマークの非
核政策の定式化であった。
　「デンマークへの先端兵器の輸送に関する（米国との）
交渉の間、核兵器の持ち込みについての申し出はなかっ
た。もし申し出があったとしても、現状では受け入れるべき
ではないというのが政府の見解である。」（「ツーレ白書」第
１巻４０１ページ）
　日本においては、タイコンデロガ事故の当時にはまだ非
核三原則の形での定式化はされていなかったが、核兵器
持ち込みを拒否する政府の政策はすでに国会で確認さ

れていた。その議論はデンマークの
議論と時期的にも内容的にも酷似し
ている。すなわち、５７年２月８日に衆
議院予算委員会で和田博雄議員
（社会党）、同１１日に川上貫一議員
（共産党）の質問に答えて、岸信介
首相は明確な答弁を行っている。
　「私はこの原子部隊を日本に進
駐せしめるというような申し出が（ア
メリカから）ありました場合において
も、政府としてこれに承認を与える
意思はもっておりませんから、そのこ
とは明瞭に申し上げます。」（５７年２
月８日）
　「アメリカは（核兵器を）もしも持ち
込む場合には日本と相談するという
ことを申しておるわけであります。そ

れでさらに突っ込んで、もしもそういう相談があったらどうす
るというお問いでございましたので、私はこれを承認する
意思はないということをはっきり申し上げたのであります。」
（５７年２月１１日）
　ツーレ事故の直後、デンマーク政府は、事故が政府の政
策が虚偽であったこと示すことがないように慎重に事実を
選んで報道しようとした。米国も公にはそれを黙認した。つ
まり、事故を起こしたＢ５２は火災という緊急事態に陥ったた
めに、ツーレ基地に接近したのであり、グリーンランド上空
の通過を定常的に行っていたわけではないと暗に印象づ
けようとした。当時のクラーク首相は、事故の翌日（１月２２
日）次のような声明を発した。
　「よく知られている事実であるが、デンマークの政策通り、
デンマーク領域には核兵器は存在しない。これはグリーン
ランドにおいても然りであり、したがって核兵器を搭載した
航空機のグリーンランド上空飛行はできない。しかし、米国
の航空機が緊急時においてグリーンランドに着陸を試みる
可能性を排除できるものではない。」３

　しかし、この声明の内容はウソであった。たまたまのウソ
ではなくて、実はデンマークの非核政策の核心部分に存在
する継続的なウソであった。やがて１９９０年代に入って核兵
器の持ち込みを容認していた「ハンセン文書」（Ｈ．Ｃ．ハン
セン首相の米大使あてのメッセージ）の存在を政府が認
め、政府自身の手によってウソが解明されることになる。
　その過程と内容については次回以降に述べる。

感謝：執筆に当たっては、ハンス・クリステンセ
ン（ＦＡＳ）にいろいろ協力を頂いたので、紙面を
かりて感謝を表明したい。

注
１　「核兵器・核実験モニター」第９６-９７号（９９年７月１５日）参照。
２　デンマーク国際問題研究所（ＤＵＰＩ）「冷戦下のグリーンランド
―１９４５‐６８におけるデンマークと米国の安全保障政策」（１９９７
年）。この白書は２巻より成り、第１巻は分析（６１４ページ）、第２巻は
デンマーク及び米国の公文書のコピー（４７３ページ）と条約文テ
キストを収めている。また、第１巻の最終章（第１８章：要約と結論）
は英語版も作成されている。
３　「ツーレ白書」英語版「要約」３２ページ。

ツーレ
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核兵器のない世界は可能か？ <抜粋訳＞
マーガレット・ベケット英外務大臣
カーネギー国際不拡散会議
０７年６月２５日　ワシントンＤＣ

（前略）
　しかし、重要なのは、これらの領域（核軍
縮と不拡散：訳注）のいずれにおいても、国
際社会が目的と行動において団結しなけれ
ば成功の見込みはないということである。
「ウォール･ストリート･ジャーナル」の論文とコ
フィ・アナン前国連事務総長の指摘はまさに
当を得たものであった。すなわち、それがい
かに不当な考えであっても、ＮＰＴのもっとも
重要な取引の条件は変質しており、核兵器
国が軍縮の約束を放棄していると考える者
がいる限り、不拡散に関する我々の努力は
台無しになる危険性がある。

（略）
　我々が核軍縮のためにさらに努力するの
は、イランや北朝鮮を納得させるためではな
い。我々の核兵器をさらに削減しても、それ
が核兵器を獲得しようとする両国の野心に
大きな影響を与えるとは決して思わない。
我々が核軍縮のために努力しなければなら
ないのは、そうではなく、核不拡散を消極的
であれ積極的であれ支持する国々の大多
数が、我 に々さらなる努力を求めているから
である。そして、我々がやらなければ、イラン
と北朝鮮が事態をさらに混沌とさせ、自国の
核への固執の責任を我々の方に転嫁しよう
とするのを助けるという危険を冒すことにな
る。我々が自らの義務をあまりに少ししか果
たさず、しかも余りにも時間がかかりすぎると
決めつけることによって、両国は、ＮＰＴを支
持する強力な国際的行動の根拠を弱体化
することが可能になる。
　首尾一貫した姿勢を示すことは、地域レ
ベルにおいても必要である。一連の国連決
議における中東非核核兵器地帯に対する
国際社会の公約は、イランに対する強力な
包囲戦線に対する地域の支持を確立するの
に不可欠である。
　では、軍縮に関してさらに努力する、さらに
は努力をしていることを示すとは、実際には
どのようなことだろうか。
　そのためには、まず初めに、我々が既に講
じている、あるいは講じてきた軍縮措置の透
明性をより高める必要があるだろう。核の世
界を覆う秘密主義の肥大化という文化は、無
理からぬこととも言えるが、以前からまったく
変っていない。この中にあっては、我々自身
が我々の最悪の敵であるかもしれない。冷
戦終結以来、米国と旧ソ連が行った、約４万
発に上る膨大な数の弾頭の削減を、一般の
人 は々ほとんど記憶してもいなければ、認識
してもいない。フランスと英国の備蓄はずっ

と少ないが、それをさらに削減したことにつ
いても同様である。我 は々皆、それを知って
もらうために、より一層の努力をする必要が
ある。この点において、私は米国務省の最近
の動向を歓迎している。
　しかし、これをもっぱら認識の問題、すなわ
ち情報伝達の不足だと考えるとすれば、現
実を過小評価することになる。情報伝達の不
足ということは確かにはあるにしても、停滞が
存在することは紛れもない事実である。米ロ
間の軍備管理交渉は積み残しを抱えたまま
途絶し、大量の備蓄兵器が引き続き存在し、
包括的核実験禁止条約とカットオフ条約は
行き詰っている。これらすべてが示すのは、
軍縮に関する最高レベルの話合いが行わ
れていないこと、そしてこれまでのところ、将
来に向けた明確な計画を共同で作り出すこ
とができていないことである。
　我 に々必要なのはビジョンと行動の両方
である。ビジョンとは核兵器のない世界に向
かうシナリオであり、行動とは、核弾頭の数を
減らすとともに安全保障政策における核兵
器の役割を制限するための段階的な措置
である。これら２本の撚り糸はばらばらでは
あっても、相互に補強し合っている。両方とも
必要であり、今は両方とも弱すぎる。
　最初にビジョンの方を取り上げよう。という
のは、多分、その方がはるかに難しい問題だ
からである。我 は々皆、１９６８年に、核兵器を
最終的には廃絶するという目標に同意しＮＰ
Ｔに署名した。では、今、単にその目標を再
宣言することによって何かが変るだろうか。
皆さんが想像されるより難しいと私は思う。理
由は、率直に言えば、その目標をいつか達
成することが可能であるという信念を手放す
恐れのある人々が、一部ではなく、少なから
ず存在すると思うからである。この信念を手
放すことは重大な誤りである。
　核兵器の最終的廃絶が我々すべての利
益になるという４０年前の判断は今日でも当
時と変らず間違っていない。６０年以上の間、
良好な管理と幸運のおかげで、備蓄された
核兵器が使用されることはなかった。しかし、
歴史が繰り返すことを当てにするわけには
いかない。
　信念の手放すことは、別の理由でも重大
な誤りである。それは明確な約束とビジョン
が行動の原動力となる可能性を過小評価し
ているからである。

（略）
　核兵器の最終的廃絶が可能であると信じ
ることは、軍縮に関する行動を促す動機とな
り得る。それが可能ではないと、いささかなり
とも考えることは、必ずや何も行動しないこと
につながる。核兵器が未来永劫存在しつづ
けるならば、千個であろうが一万個であろう
が、変わりがないではないか、と。さらにビジョ

以下は、英国のマーガレット・ベケット外相（当時）が米・カーネギー財団主催の国際不拡散会議（６月２５日）で行ったス
ピーチの抜粋訳である。英国は今年３月にトライデント・システムの更新を決めた（本誌第２７８号）ばかりである。外相は、
１月に「ウォール・ストリート・ジャーナル」誌に掲載された、ヘンリー・キッシンジャーら米国の元高官４人の核廃絶提言（本
誌第２７３号）と０６年１１月のコフィ・アナン前国連事務総長のプリンストン大学での講演（本誌第２７１‐２号）を冒頭で賞賛し
つつ引用しながら核廃絶の信念を強調することに多くの時間を割いた。そして注意深く条件を付けた上であるが、自国
の核兵器廃絶の可能性を明言した。これは、トライデント更新で高揚した英国内の反核世論が勝ち取った成果である。

　　（見出は編集部）

核廃絶の信念を捨てずに、核抑止力を維持－ベケット英外相（当時）

ンが行動を引き起こすのと同じように、逆に
行動もビジョンに意味を与える。「ウォール･ス
トリート･ジャーナル」の論文をもう一度引用し
よう。「大胆なビジョンなくしては、これらの行
動が正しいことも、緊急であることも理解され
ないだろう。逆に、行動なくしては、このビジョ
ンは現実的であるとも実現可能であるとも思
われないだろう」。
　行動といっても、核兵器国がタイムリミット
をゼロに設定して、即時に核兵器を廃絶す
るというような非現実的な約束をするべきだ
というつもりはない。
　実を言えば、私は、核兵器の完全な廃絶
が私の生きている間に実現してほしいと
思ってはいるが、それは不可能ではないか
とも思っている。そこまで到達するためには、
それだけでも十分に複雑な軍縮外交だけで
なく、はるかに多くのことが求められる。すな
わち、より安全で予測可能な世界の政治的
環境が必要になる。
　そのような環境は現在は存在しない。ほん
の数カ月前に、英国が独立した核抑止力を
保有する能力を２０２０年代以降まで維持する
ことを決定したのは、まさにその理由による。
　しかし、今日軍縮の条件が存在しないと
認識するからといって、将来も核兵器を廃絶
することができないとあきらめてしまうことに
はならないし、今、核兵器数を削減するため
の措置をとることができないわけでもなけれ
ば、核兵器全廃という最終目標をどうやって
達成するかについて考え始めることができ
ないわけでもない。
　そこで、核兵器を保有する能力を維持す
るという決定を下すに当たって、英国政府は
次の４点を明確にした。第１に、何をしている
か、なぜそうしているのかについて、英国民
にも国際的なパートナーにも隠し立てせず、
正直な態度をとる。この決定も過去のように
秘密裏にではなく、すべて正直に公然と行わ
れた。第２に、政治的条件が整えば、明確か
つ偽りなく、残っている核兵器を捨てる用意
があるということ。第３に、我 は々核戦力をい
かなる形であれ増強してはおらず、引き続き
ＮＰＴの義務に厳密に従って行動すること。
そして第４に、作戦上使用可能な弾頭の貯
蔵量をさらに２０パーセント、すなわち独立し
た核抑止力を維持するのに可能と考えられ
るぎりぎりの最小限度まで削減すること。
　実に困難なプロセスを経て、我 は々、核廃
絶に対する誠実な約束と、不幸にも今は一
方的に完全な武装解除の措置をとるべきで
はないという熟慮を経た判断との間のジレン
マを解決したのである。

（後略）
（訳：鵜飼礼子、ピースデポ）

資料資料資料資料資料
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　６月１４日の参院外交防衛委員会において、米印核協力
に関する集中的な質疑が行われた。質問を行ったのは、民
主党の犬塚直史議員である。はっきりとした見解表明を滑
稽なまでに拒み続ける日本政府の姿勢は相変わらずであ
るが、麻生太郎外相らの答弁のなかで、政府がこの問題が
「懸念」と認識し、それを米国に「十分に伝えている」との立
場がはじめて示された。もしそれが事実であるならば、い
つ、どのような形で「懸念」を米国に伝えたのか、政府は市
民にはっきりと経過を知らせるべきである。さらに、本誌前号
で報じたように、核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議準備委

員会での日本の演説や作業文書のなかには、この問題に
ついて「慎重に検討」していく、との姿勢を超える文言は盛
り込まれていない。「懸念」を示すにおいて、またとない機
会を逸してしまったという認識が持たれるべきであろう。
　また、政府の答弁で着目したい点として、安保理決議１
１７２（本誌２７５－６号に抜粋訳）との関係がある。質疑では
「全ての加盟国に対して、インドあるいはパキスタンにおけ
る核兵器計画あるいは核兵器を運搬できる弾道ミサイル
計画をいかなる方法においても支援しうるような機器、物
資、技術の輸出を防止するよう奨励する」とした決議の主
文８が取り上げられ、政府側からは「違反していない」との
見解が示された。これに対し踏み込んだ質問はされな
かったが、決議１１７２が核分裂性物質の生産中止（主文７）
と同物質の生産禁止条約の交渉への参加（主文１４）をあ
わせて求めていることを思い起こしたい。本誌２７５－６号で
解説したように、米印合意でのインドの義務に兵器用核分
裂性物質の生産停止は含まれておらず、これは兵器用核
分裂性物質生産禁止条約（ＦＭＣＴ、カットオフ条約）の重
要性を訴え続けている日本としては看過できない問題で
あるはずである。
　以下に会議録を抜粋して紹介する（会議録の全文は、
国会図書館のホームページ：wｗw.ndl.go.jpから検索で
きる）。（中村桂子）

外務大臣：いろいろと米
に懸念を表明している

犬塚議員：なぜ腫れもの
に触るような言い方にな
るのか

参議院外交防衛委員会　
２００７年６月１４日

（前略）
○犬塚直史議員（略）この（＝ＮＳＧ）ガイドラインの調整な
んですけれども、そもそもＮＰＴの第１条、核兵器国の拡散
防止義務、ここでうたっているところの非核兵器国に対す
る核兵器製造援助に当たるんではないでしょうか。（略）

●新保雅俊・外務省総合外交政策局審議官　米印両国の現
在の考え方でございますが、本件原子力協力は民生分野に
限って行うというものであり、インドの軍事プログラムに影響を
及ぼすものではないという旨を説明しております。また、米国
は、ＮＰＴ第１条を含む義務を遵守する旨を説明しております。

（略）
○犬塚議員　（略）１９９５年、再検討会議の文書の決定２と
いうところで、原則と目標、その１２番において、新たな核物
質移転は、これは民生用であろうとなかろうとですよ、ＩＡＥ
Ａによる全面的保障措置を前提としていると、こう書いて
あるんですけれども、この部分との整合性をどのように考
えておられるでしょうか。

●新保審議官（略）現在の米印原子力の協力というものがこ
のようなものに当たるかどうかということは、当然ながら今後慎
重に検討しなければいけないわけでありますが、ただ、米印原
子力協定そのものは交渉中でありまして、その具体的な協力
の細部は明らかではないというところから、現在のところ、政府
としてはこれについて判断する立場にはないというふうに思っ
ております。段階にはないというふうに思っております。

（略）
○犬塚議員　（略）政治の外交的なイニシアチブが全く感
じられないんですよ、こういうところで。どうしてすべてが出
そろうまでコメントを避けるというような外交姿勢なのか、理
解に苦しむところなんです。
　例えば、今分かっているだけでも、インドへの核燃料等

の供給は核兵器の増産を助けるのではないかという疑惑
を裏付けるものとして、例えば、現在運転中又は建設中２
２基の原子炉のうち１４基を２００６年から２０１４年の間にＩＡＥ
Ａの保障措置下に移すというのがインドの主張なんです
けれども、これはインド特有の保障措置になっているんで
す。要するに、このＮＳＧが求めているような保障措置では
ないんです。インド特有の保障措置になっている。
　あるいは、この中に、高速増殖炉には保障措置を当面
適用しないとインドは言っている。しかも、将来的にはす
べての民生用原子炉を保障措置下に置くが、どの炉を民
生用とするかはインド政府が独自に判断すると、こう言っ
ているわけですね。要するに、どれを調べるかはインドが
決めるよと、中立的な機関が独自に決めることできないと
いうことを言っているわけですね。しかも、加えて、核燃料
のサイクル施設は適用範囲外とするということなどをイン
ドはもう堂 と々言っているわけですね。
　こういう事態に立ち入っても、まだ日本の政府はコメン
トを差し控えるんですか。

●浅野勝人外務副大臣　（略）　核兵器不拡散条約に加入
していないインドへの原子力協力という形については、国際
的な核軍縮や不拡散体制への影響が一体どんな形で守ら
れるのかどうなんだろうかということは、日本政府としても注意
深く見ながら検討していく必要があると、犬塚委員指摘の点
は十分踏まえておりまして、過去の合意の趣旨に反しないよ
うにこの協力を実施したいとアメリカ側が言っておりますけれ
ども、それをただうのみにするだけではなくて、これらの双方
の、アメリカ、インド双方の説明も踏まえながら、様 な々要因を
きちんと見守り、検討していこうと認識をしております。
○犬塚議員　端的に短くお答えいただきたいんですけ
れども、注意深く検討するという今の日本の立場は、懸念
を表明しているということとは違いますね。

●麻生太郎外務大臣　これはもう大分前の話だと記憶しま
すけれども、アメリカの国務長官に対して、日本からとしては、

国会討論
参院外交防衛委

●Ｍ

米印米印米印米印米印
核協力核協力核協力核協力核協力
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　日本が戦後、ドイツのように東西が壁で仕切られずに
済んだのは、ソ連の侵略がなかったからだ。米国は戦争
に勝つと分かっていた。ところが日本がなかなかしぶと
い。しぶといとソ連も出てくる可能性がある。ソ連とベルリ
ンを分けたみたいになりかねない、ということから、日本が
負けると分かっているのに、あえて原爆を広島と長崎に
落とした。８月９日に長崎に落とした。長崎に落とせば日本
も降参するだろう、そうしたらソ連の参戦を止められるとい
うことだった。
　幸いに（戦争が）８月１５日に終わったから、北海道は占
領されずに済んだが、間違えば北海道までソ連に取られ

てしまう。その当時の日本 は取られても何もする方法もな
いわけですから、私はその点は、原爆が落とされて長崎は
本当に無数の人が悲惨な目にあったが、あれで戦争が終
わったんだ、と いう頭の整理で今、しょうがないな、という
風に思っている。
　米国を恨むつもりはないが、勝ち戦ということが分かって
いながら、原爆まで使う必要があったのか、という思いは
今でもしている。国際情勢とか戦後の占領状態などからい
くと、そういうことも選択肢としてはありうるのかな。そういう
ことも我 は々十分、頭に入れながら考えなくてはいけないと
思った。

　　　出所：０７年６月３０日「朝日新聞」（電子版）

久間発言（要旨）
０７年６月３０日、麗澤大学

このインドの話に関してはダブルスタンダードみたいな形に
なるのは避けてもらわないとこちらとしては難しいことになる
という話はしてあります。そして、したがって、向こうとしては、
それは分かっておると、そういうことにならないようにするため
にいろいろという話を向こうはしてますんで、よほどこれきっち
りやってもらわないとなかなか難しいですよという話はもうか
なり前の段階から言っておりますんで、これまで時間が掛
かっておるというように理解をしておりますから、懸念を表明
しているという意味ははっきりしております。
○犬塚議員　（略）　今指摘したことに加えて、そもそも
さかのぼれば、１９９８年の安保理決議１１７２、印パ非難決
議の項目８、これはそもそも、核実験、印パが行ったことに
基づいて、この事態を踏まえて採択された安保理決議
でありますが、ここで何を言っているかというと、どのよう
な形においても最終的に、民生用と言おうが何と言おう
が、技術やあるいは機材というものを移転するということ
を差し控えなければならないという安保理決議が採択さ
れているんですね。
　これは、重大な懸念を、重大と言ってないですね、懸念
を表明した日本がこれを最終的に認めるようなことに
なったとしたらば、この安保理決議１１７２の違反となるん
ではないでしょうか、どうですか。
（略）

●猪俣弘司・外務省国際法局審議官　（略）決議といいま
すか安保理決議の関係で言いますと、そこについて言えば、
先ほどの説明が我々の考えている立場でございますので、
そういう意味では違反しているというふうには考えていない
ということをまず申し上げた上で大臣に御答弁いただきたい
と思います。
●麻生外務大臣　（略）　我 と々しては、これは、ＮＰＴのい
わゆる第１条というところに関しては、これはよくよく検討、遵守
してもらわないとおかしなことになるんじゃありませんか、した
がってそれが納得できるような話をしてもらわないとというの
をずっと申し上げてきているというのが日本の立場でありま
して、もうこれ一貫してこの立場をこれまでやってきておりま
す。
　今そういったところがなかなか難しくなってきておりますの
で、もう一点というのは、多分気候変動という話が大きな話に
なってきていますので、インドがこれだけわっと行くときに、経
済が伸びているときに、いわゆる原子力発電という話に関し
て、今後、エネルギーの話から、気候変動の話から来て、何と
なく世界の流れとしては原子力発電というものをこの数年間
いずれも再開をして、今ヨーロッパで再開を決めていないの

はドイツだけだと思いますけれども、ほかの国はいずれもこれ
を再開し始めているという状況、そういったものがこの１０年間
ぐらいの間に更に加わってきておりますので、民生用に限って
というところが、さらに私どもとしては民生用はというところが
もう一つの流れとしてあるというのを考えた上で、軍事用に転
用等 の々話、今さっき２２分の１４の話を副大臣しておりましたけ
れども、２２基あります原子力発電のうちの残り８つの部分につ
いては、きちんと１４と８つとは分けてもらわないととか、いろい
ろなルールをきちんとしたものをしてもらわないとなかなか供
給とかいう話は乗れませんよという話なんだと思いますので、
私どもとしては言っていることはずっと同じで、ここのところは
かなりうまいこと使い分けをされるというのに関しても、使い分
けされた結果、軍用に行かなきゃいいですけれども、使い分
けされた結果、我々の懸念した方向に行くということが最も
我 と々してはずっと言い続けてきているというのがこれまでの
経過だと存じます。

（略）
●新保審議官　（略）要は様 な々米印の話あるいはＩＡＥＡと
かインドの話等 に々ついて現在動いておりまして、当然なが
ら、先ほど大臣から申し上げましたとおり、私どもの懸念という
のは十分伝えているわけでございまして、ただ、そういった懸
念も踏まえた上でどのようなものになるかというのを注意深く
見守っているというところでございます。
○犬塚議員　注意深く見守るというのが懸念ということに
今日言っていただいたんで進歩かとは思うんですけれど
も、ただ、どうしてそんなにはれものに触るようにするのか
と。
（略）

○犬塚議員　（略）　インドへの原子力協力を前提に核
兵器開発をストップさせるという意思を明確に出すため
に、私は以下の提案を日本が行うべきではないかと思い
ます。まず、ＩＡＥＡの包括的保障措置を受け入れさせるこ
と、次に軍事用核分裂性物質の生産を停止すること、そし
てＣＴＢＴを署名、批准をすること、そしてＦＭＣＴ、カットオ
フ条約への積極的な参加を行わせること、このぐらいのこ
とは言ってもいいんではないでしょうか。政府の見解を伺
います。

●新保審議官　（略）　我が国としましては、先ほど来申し上
げておりますが、米印原子力協定とＩＡＥＡの保障措置協定の
内容を踏まえまして、核軍縮・不拡散体制の維持強化の観点
からこのような議論に積極的に参加していく考えであります。
（後略）

⇒⇒⇒⇒⇒米米米米米印印印印印核核核核核協協協協協力力力力力・・・・・国国国国国会会会会会論論論論論戦戦戦戦戦
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　今年の６月３０日、久間章生防衛大臣（当時）
が柏市の麗沢大学で行った講演は、被爆地は
もちろん、全国的にも大きな波紋を招いた。米
国による原爆投下を是認するとも取れる発言
が含まれていたからだ。
　国内の各層から激しい批判を浴び、同氏は
翌日慌てて発言を事実上撤回したが、結局7
月3日には辞任に追い込まれた。辞任後の記
者会見ではもっぱら参院選への影響を与えて
はいけないからとか、自ら担ぎ出した地元の候
補者に迷惑を掛けてしまったとの言葉はあっ
ても、被爆者への謝罪は申し訳ていどに過ぎ
なかった。このことが更に被爆地の怒りを増幅
させる結果となった。
　久間発言のどこに問題の本質があったの
か、ここでは2点にしぼって考えてみたい。1点
目は「原爆が落とされて長崎は本当に無数の
人が悲惨な目にあったが、あれで戦争が終っ
たんだという頭の整理で今、しょうがないなと
思っている」とした部分である。このことは更に
後段で述べた「国際情勢とか戦後の占領状態
などからいくと、そういうこと（原爆投下）も選択
肢としてはありうるのかな。そういうことも我 は々
十分、頭に入れながら考えなくてはいけないと
思った」と結び合わせると、「原爆投下はありう
る選択肢として仕方のないことだった」とする
肯定論と受け取られても不思議はない。しかも
原爆投下によって戦争が終ったと短絡的に解
釈しているのは、間接的にせよトルーマン声明
（原爆投下によって戦争を終らせ、米兵50万人
の命を救った）による“神話”を支持する結果と
もなっている。
　歴史学者の間では、戦争終結は原爆投下
による単一の原因に帰せられるものではなく、
いくつかの複合要因によってもたらされたとす
る見方が大勢を占めている。ことに日本では
軍部も含めて米英との和平仲介役として当て
にしていたソ連が、逆に対日戦に参加したこと
が敗戦受諾を決定的にしたと考える人が多
い。因みに米兵50万（ないし時には１００万とも）
の犠牲者というのは、米歴史学者によって虚構

の上に立てられた根拠のない数字に過ぎない
ことが明らかにされている。
　久間発言の2つ目の問題点は、「日本が負
けると分かっているのに、あえて原爆を広島と
長崎に落とした。8月9日に長崎に落とした。長
崎に落とせば日本も降参するだろう、そうした
らソ連の参戦を止められるということだった。幸
いに（戦争が）8月15日に終ったから、北海道
は占領されずに済んだが、間違えば北海道ま
でソ連に取られてしまう」と発言した部分であ
る。ここでは聞きかじったと思しい乱暴な論が
展開されている。
　米国はかねてソ連の対日参戦をつよく求め
ていたものの、東欧の戦後処理をめぐる対立も
あり、また日本の情勢が急速に悪化したことか
らソ連の宣戦布告だけで日本を敗戦に追い
込めると判断するに至った。そこで米国は原
爆投下によってソ連に圧力をかけ、極東にお
ける戦後処理の主導権を握ろうとしたとの見
解が有力である。日本の敗戦受諾の翌8月16
日、ソ連はヤルタ協定ですでに領有を認めら
れていた千島に加えて、「初めて」北海道の北
半部占領について米国に打診している。8月
18日にトルーマンから北海道はマッカーサーの
支配下になるとの返信を受け、ソ連は軍部を
通じてマッカーサー司令部へ申し入れたが拒
否されたというのが事実経過である。注目して
欲しいのは、原爆投下→日本降伏の直接原
因→ソ連の北海道占領阻止とする一連の図
式である。ご記憶の方もあるかと思うが、筆者
がこの連載エッセー・7で触れた「新しい歴史
教科書を作る会」の藤岡信勝氏の論説もそう
であった。
　最近の自民党からの日本核武装への発言
といい、今回の久間氏の発言といい、そこには
過去の歴史を美化し、米国に擦り寄りつつナ
ショナリズムを鼓吹する右翼系学者の暗躍を
読み取る思いがする。
（編集部：久間発言の要約を８ページに載せま
した。）

「
久
間
発
言
」の
意
味
す
る
も
の

つちやま　ひでお
１９２５年、長崎市生まれ。長崎で入市被爆。病理学、８８年～９２年長崎大学
長。過去３回開かれた核兵器廃絶地球市民集会ナガサキの実行委員長。

（題字も）
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次の人たちがこの号の発行に
参加･協力しました。

田巻一彦（ピースデポ）、中村桂子（ピースデポ）、氷熊克哉
（ピースデポ）、湯浅一郎（ピースデポ）、鵜飼礼子、大滝正
明、塚田晋一郎、中村和子、吉田節子、梅林宏道

宛名ラベルメッセージについて
●会員番号（６桁）：会員の方に付いています。●「（定）」：会
員以外の定期購読者の方。●「今号で誌代切れ、継続願いま
す。」「誌代切れ、継続願います。」：入会または定期購読の更
新をお願いします。●メッセージなし：贈呈いたしますが、入
会を歓迎します。

今号の略語

書：秦莞二郎

ピースデポ電子メールアドレス事務局＜office@peacedepot.org＞梅林宏道＜CXJ15621@nifty.ne.jp＞田巻一彦＜QZT04441@nifty.com＞
中村桂子＜nakamura@peacedepot.org＞氷熊克哉＜higuma@peacedepot.org>

ピースデポの会員になって下さい。
会費には、『モニター』の購読料が含まれています。会員には、会の情報を伝える『会報』が郵送されるほか、書籍購入、情報等の
利用の際に優遇されます。『モニター』は、紙版（郵送）か電子版（メール配信）のどちらかを選択できます。料金体系は変わりませ
ん。詳しくは、ウェブサイトの入会案内のページをご覧ください。（会員種別、会費等については、お気軽にお問い合わせ下さい。）

日  誌
２００７．７．６～７．２０
作成：塚田晋一郎、吉田節子
氷熊克哉、中村桂子

ＣＦＥ＝欧州通常戦力／ＩＡＥＡ＝国際原子力機
関／ＭＤ＝ミサイル防衛／ＯＰＣＷ＝化学兵器禁
止機関／ＰＡＣ３＝改良型パトリオット３

●７月６日　０７年度版防衛白書が閣議承認。ミサ
イル防衛システムの早期完成の必要を強調。
●７月７日　長崎被災協、手帳友の会など被爆者
５団体が久間前防衛相に公開質問状。
●７月９日　イージス艦マッキャンベルが横須賀
に配備。１１隻の母港艦船のうち空母、指揮艦をの
ぞく９隻がイージス艦に。
●７月１０日　日本政府、原爆投下について戦後
米に直接抗議をしたことがないとする答弁書を閣
議決定。
●７月１２日　北朝鮮への重油提供の第１段、６２０
０トンが韓国を出港。１４日に北朝鮮に到着。
●７月１２日　アルバニア、保有化学兵器とその原
料を世界で初めて全廃。ＯＰＣＷが発表。
●７月１４日　北朝鮮、寧辺と泰川にある核施設の
稼働を停止。
●７月１４日　プーチン・ロ大統領、欧州通常戦力
（ＣＦＥ）条約の履行を一時停止する大統領令に
署名。
●７月１４日　ＩＡＥＡの査察団、監視・検証作業の
ため平壌入り。
●７月１４日　イラン、過去に実施したプルトニウム
抽出実験の疑惑解明でＩＡＥＡと合意。
●７月１６日　新潟県中越沖地震、東電柏崎刈羽
原発で放射能漏れ。

●７月１７日　ヒル米国務次官補と金北朝鮮外務
次官、北京で３回直接会談。
●７月１８日　６か国協議の首席代表会合が北京
の釣魚台国賓館で開催。２０日プレス・コミュニケ
を出し終了。
●７月１８日　ＩＡＥＡエルバラダイ事務局長、柏崎
刈羽原発に全面調査が必要と表明。
●７月２０日　嘉手納から訓練移転後、三沢で初
の米軍Ｆ１５訓練。

沖縄
●７月８日　那覇防衛施設局が、ブロック製作の
ために辺野古崎周辺海域１０ヘクタールを埋め立
てる方針であることが判明。
●７月９日　米軍、北部訓練場で１９６１年から６２年
まで枯葉剤を散布していたことが判明。
●７月９日　東村高江、ヘリ着陸帯移設工事で住
民と作業員にらみ合い。
●７月１０日　北部訓練場枯葉剤散布問題、０４年、
０５年調査でダイオキシン基準以下だったと判明。
●７月１１日　キャンプ・シュワブの兵舎移転の総
面積は約１５０００㎡と判明。名護市教委は文化財
保存の重要性を指摘。
●７月１１日　県議会、集団自決軍命削除の撤回
要請の意見書を全会一致で２度目の可決。
●７月１１日　小池防衛相、再編交付金の名護市
対象を保留する発言。「１０％は交付できる」との久
間前大臣より後退。
●７月１２日　参院選公示。西銘順志郎、糸数慶子
両候補による一騎打ちに。
●７月１２日　グアム・アンダーセン空軍基地の副
司令官、グアムへの移転は海兵隊ヘリ６０～７０機、
兵員１５００人になると明言。
●７月１２日　日米政府、読谷村トリイ通信施設の
一部の黙認耕作地となっている３８２２０㎡の返還に
合意。
●７月１２日　防衛省、６日にＭＤシステム日米共

同訓練を実施していたこと明らかに。ＰＡＣ３を運
用する嘉手納迎撃部隊も参加。
●７月１３日付　米、北部訓練場での枯葉剤使用
を裏付ける資料はなかったと防衛施設庁、外務省
に回答。
●７月１７日　普天間飛行場移設先の事前調査
で、那覇防衛施設局による海底への調査機材設
置が０８年１０月までの予定と発覚。
●７月１７日　小池防衛相、キーティング米太平洋
軍司令官に、返還面積が未確定のキャンプ瑞慶
覧の最大規模の返還を要望。
●７月１８日　うるま市の県立沖縄高等養護学校
に米軍装甲車が無断侵入、陸上練習の生徒そば
でＵターンしていたことが判明。
●７月２０日　米軍嘉手納基地で、Ｃ１３０輸送機か
らの燃料漏れが確認される。

広島のおばあちゃん
過去　現在　未来
―平和学習―　中・高校生、社会人向け

※ご注文は、核戦争防止国際医師会議（ＩＰＰＮＷ）日本支部にファックス
（０８２－２９３－３３６３）または電子メール（onedayhiroshima@msn.com）で。

長く被爆者の医療にとり組んできた著者による、原
爆被害をわかりやすく解説した一冊。平和学習のテ
キストとして最適です。左ページ（中・高校生向け）
には被爆したおばあちゃんが子どもの質問に答える
形式での解説を、右ページ（社会人向け）には医学
的見地から原爆被害に関する詳しい解説を掲載し
ています。

吉永小百合さんの推薦の言葉より―
「『広島のおばあちゃん』は、原爆が与える
影響、核兵器の本当の恐ろしさを誰にでも
やさしく分かるように書かれた本です。この
ような本はたいへん少なく、とても貴重で
す。一人でも多くの方に読んで戴きたいと
思います。」

ＢＤＡ＝バンコ・デルタ・アジア
ＣＴＢＴ＝包括的核実験禁止条約
ＦＥＶ＝機能的専門家訪問計画管理
ＦＭＣＴ＝核分裂性物質生産禁止条約、
カットオフ条約
ＦＲＢ＝連邦準備銀行
ＩＡＥＡ＝国際原子力機関
ＮＡＴＯ＝北大西洋条約機構
ＮＰＧ＝核計画グループ
ＮＰＴ＝核不拡散条約
ＮＳＧ＝核供給国グループ
ＮＳＳＡＶ＝核保証スタッフ援助訪問
ＵＳＡＦＥ＝ヨーロッパ米空軍
ＷＳＳＳ＝武器貯蔵保安システム

著者：鎌田七男（元・広島大学原爆放射能医学研究
所所長、広島原爆養護ホーム倉掛のぞみ園園長）
発行：鎌田七男、シフトプロジェクト
定価：１０００円（税込、送料別）
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